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26
年度

　

全
国
の
健
保
組
合
は
引
き
続
き
保
険
給
付
費
の
増
大
に
加
え
、
高

齢
者
医
療
制
度
へ
の
過
重
な
負
担
に
よ
り
厳
し
い
財
政
状
況
に
置
か

れ
て
い
ま
す
。
本
年
４
月
に
健
康
保
険
組
合
連
合
会
（
約
１
４
０
０

健
保
組
合
）
が
発
表
し
た
平
成
26
年
度
の
健
康
保
険
の
予
算
ベ
ー
ス

の
平
均
の
適
用
料
率
は
88
・
６
‰
（
前
年
度
比
＋
２
・
２
‰
）、
一
方
、

支
出
を
賄
い
赤
字
を
出
さ
ず
収
支
均
衡
と
す
る
料
率
（
収
支
均
衡
料

率
）
は
97
・
６
‰
（
前
年
度
比
＋
０
・
２
‰
）
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
差

約
▲
９
‰
に
よ
る
経
常
収
支
の
赤
字
額
の
合
計
は
約
３
、７
０
０
億

円
の
規
模
と
な
り
、
平
成
20
年
度
の
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
以
降
７

年
連
続
の
大
幅
な
赤
字
と
な
る
模
様
で
、
赤
字
組
合
は
全
組
合
の
約

８
割
に
上
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
の
高
齢
者
医
療
負
担
金
制
度
の
改
定
と
し
て
平
成
27

年
度
に
は
現
在
１
／
３
総
報
酬
制
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
に
つ
い
て

１
０
０
％
総
報
酬
制
（
比
較
的
報
酬
の
高
い
健
保
組
合
の
負
担
増
と

な
り
、
当
健
保
組
合
へ
の
影
響
額
は
毎
年
８
～
９
億
円
の
負
担
増
➡

５
～
６
‰
の
料
率
引
き
上
げ
が
必
要
）
導
入
も
見
込
ま
れ
る
な
ど
、

高
齢
者
の
増
加
に
伴
う
高
齢
者
医
療
へ
の
負
担
増
を
補
う
た
め
に
、

更
な
る
保
険
料
率
の
引
き
上
げ
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況

に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
26
年
度
の
健
康
保
険
料
率
は
据
え
置
き
と
し
ま
す

　

当
健
保
組
合
の
健
康
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
他
の
健
保
組
合
と

同
様
に
近
年
の
高
齢
者
医
療
負
担
金
の
増
大
に
よ
る
大
幅
な
経
常
収

支
の
赤
字
に
対
し
、
財
政
健
全
化
の
観
点
よ
り
毎
年
の
料
率
の
引
き

上
げ
（
平
成
23
年
度
＋
5
‰
、
平
成
24
年
度
＋
5
‰
、
平
成
25
年
度

＋
10
‰
）
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
直
近
の
法
定
給
付
費
・

納
付
金
が
従
来
の
増
加
ト
レ
ン
ド
を
や
や
下
回
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
平
成
26
年
度
の
支
出
を
賄
う
の
に
必
要
な
収
支
均
衡
料
率
は

78
・
1
‰
と
、
平
成
25
年
度
の
適
用
料
率
で
あ
る
78
‰
を
若
干
上
回

る
水
準
に
と
ど
ま
る
と
見
込
ま
れ
、
こ
れ
に
よ
り
平
成
26
年
度
の
健

康
保
険
料
率
は
据
え
置
き
と
し
ま
す
。
ま
た
、
年
度
末
の
別
途
積
立

金
残
高
も
18
億
円
規
模
を
確
保
で
き
る
も
の
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

な
お
、
介
護
保
険
に
つ
い
て
も
平
成
25
年
度
保
険
料
率
10
‰
を
据

え
置
き
と
し
ま
す
。

　

保
険
料
収
入
は
前
年
度
料
率
を
据
え
置
い
て
い
る
た

め
、
前
年
度
予
算
と
同
水
準
の
１
３
２
・
３
億
円
と
な
る

見
込
み
で
す
。
ま
た
、
今
予
算
は
経
常
収
入
が
経
常
支
出

と
ほ
ぼ
同
水
準
の
た
め
収
支
面
か
ら
は
別
途
積
立
金
の
取
り
崩
し
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
資
金
繰
り
に
伴
う
資
金
の
流
動
性
確
保
の

観
点
よ
り
、
５
億
円
を
繰
り
入
れ
て
対
応
し
ま
す
。

　

主
な
支
出
は
、
み
な
さ
ん
が
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と

き
に
支
払
わ
れ
る
保
険
給
付
費
と
高
齢
者
の
医
療
費
を
賄

う
た
め
に
拠
出
す
る
納
付
金
（
負
担
金
）、
保
健
事
業
費

な
ど
で
す
。

　

保
険
給
付
費
全
体
で
は
、
前
年
度
予
算
を
や
や
下
回
る
61
・
６
億

円
と
な
る
見
込
み
で
す
。
こ
れ
は
給
付
費
の
太
宗
を
占
め
る
法
定
給

付
費
の
前
年
度
実
績
見
込
（
平
成
26
年
度
予
算
策
定
の
前
提
）
が
前

年
度
予
算
を
大
き
く
下
回
る
た
め
で
、
前
年
度
実
績
見
込
対
比
で
は

約
５
％
増
で
予
算
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
前
年
度
に
一
部
制
度
廃

止
し
た
付
加
給
付
費
に
つ
い
て
は
１
・
７
億
円
を
予
算
化
し
ま
し
た
。

　

毎
年
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
納
付
金
（
高
齢
者
医
療
負
担
金
）
全
体

は
60
・
９
億
円
と
前
年
度
予
算
よ
り
7
・
2
％
増
と
な
り
ま
す
。
こ
の

う
ち
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
は
前
年
度
予
算
よ
り
24
・
1
％
増
と
な
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
当
健
保
組
合
の
前
期
高
齢
者
（
65
～
74
歳
）
に
該
当

さ
れ
る
加
入
者
数
お
よ
び
一
人
当
た
り
給
付
費
の
増
加
に
伴
う
も
の

で
す
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
は
当
該
健
保
組
合
の
前
期
高
齢
者
に
要

し
た
医
療
費
の
約
12
倍
の
金
額
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）。

　

ま
た
、
保
健
事
業
費
に
つ
い
て
は
、
当
健
保
組
合
の
重
点
施
策
で

あ
る
「
社
員
」
と
「
配
偶
者
」
へ
の
健
診
・
指
導
に
引
続
き
資
源
を

投
入
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
前
年
度
予
算
を
０
・
１
億
円
上
回
る

９
・
４
億
円
を
確
保
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
平
成
27
年
度
本
格
実
施

と
な
る
国
の
施
策
で
あ
る
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
関
し
て
も
一
部
対

策
費
を
織
り
込
み
ま
し
た
。

平成26年度健康   保険予算収支概要 （％は総額に占める割合）

青字の項目…経常収入・経常支出
黒字の項目…経常外収入・経常外支出

予算算出の基礎数値

（注 1）「平均標準報酬月額」は平成 25 年度予算より育児休業等保険料免除者
を含まないベース。

（注 2）特定保険料率は、高齢者医療制度のために外部に拠出する「負担金」を
保険料率で表したもの。

被保険者数
平均標準報酬月額（注1）

保険料率
　事業主
　被保険者

保険料率のうち
特定保険料率（注2）

介護保険料率

　事業主
　被保険者

25,000 人
418,402 円

78.0 ／ 1000
49.0 ／ 1000
29.0 ／ 1000

32.96 ／ 1000

10.0 ／ 1000
 5.0 ／ 1000
 5.0 ／ 1000

25,000 人
418,000 円

78.0 ／ 1000
49.0 ／ 1000
29.0 ／ 1000

35.26 ／ 1000

10.0 ／ 1000
 5.0 ／ 1000
 5.0 ／ 1000

平成25年度予算 平成26年度予算 増　減

なし
▲ 402 円

なし
なし
なし

＋ 2.30／1000

なし
なし
なし

保険料率・収支均衡料率・経常収支・
別途積立金残高の推移

（億円）

26 年度
予算

（‰）

21 年度
決算

22 年度
決算

23 年度
決算

24 年度
決算

25 年度
見込
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80
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50

経常収支差引額
（億円）

収支均衡料率

健康保険料率（‰）

▲2.7

▲8.7
▲11.7

▲10.2

▲0.2

9.2

7.4

17.7 18.5

別途積立金残高（億円）

68.0
63.0

60.0
63.0

69.6

58.0 58.0

20.5

33.4

42.3 78.0 78.0
73.7

78.1

73.7

健
保
組
合
を
取
り
巻
く
状
況

収 入支 出

経 常 収 支
　　 基本的には毎期経常的、反復的に発生する収入支出。ただし、再保険の

　　　　　　　 回収にあたる財政調整事業交付金は経常収支から除かれております。

経常外収支　　 臨時的に発生する収入支出。

93.9
%

保険料
13,235 百万円

0.6
%

事務費
84 百万円

0.2
%

その他の経常収入
29 百万円

6.7
%

保健事業費
942 百万円

0.1
%

その他の経常支出
８ 百万円

1.7
%

調整保険料収入
238 百万円

1.7
%

財政調整事業拠出金
238 百万円

0.0
%

その他の経常外支出
２ 百万円

4.1
%

予備費
576 百万円

0.7
%

財政調整事業交付金
100 百万円

3.5
%

繰入金
500 百万円

43.7
%

保険給付費
6,162 百万円

法定給付費
5,997 百万円

付加給付費
165 百万円

43.2
%

納付金
6,090 百万円

前期高齢者納付金
2,530 百万円

後期高齢者支援金
2,872 百万円

退職者給付拠出金
688 百万円

支出

14,101 百万円
経常支出合計
13,285 百万円

総合計

収入

14,101 百万円
経常収入合計
13,263 百万円

総合計

平
成
26
年
度
の
収
入
支
出
予
算
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
、

概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。


